
CHAPTER 2

　　　

特定疾病

 「特定疾病」とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であり、次の疾
病が対象となります。（介護保険法施行令第 2 条：平成 10 年 12 月 24 日政令第 412 号）

　・筋萎縮性側索硬化症
　・後縦靭帯骨化症
　・骨粗鬆症による骨折
　・シャイ・ドレーガー症候群
　・初老期における痴呆
　・脊髄小脳変性症
　・脊柱管狭窄症
　・早老症
　・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
　・脳血管疾患
　・パーキンソン病
　・閉塞性動脈硬化症
　・慢性関節リウマチ
　・慢性閉塞性肺疾患
　・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
　・末期がん
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3.在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
　添付書類……外国人登録証明書（写）雇用契約期間を証する書類（写）

　市区町村に申請書を提出し、要支援・要介護認定を受けたうえで、介
護給付・介護予防給付が計画的に提供されます。

　費用の１割＋施設サービスの場合、居住費・食費は所得に応じて利用
者負担となります。

　被保険者の負担があまり重くならないように「高額介護サービス費」と
いう軽減制度を設けています。
　下記の自己負担額を超えた場合、その超えた額が支払われます。
・利用者負担第４段階………1カ月	 37,200円
・利用者負担第３段階………1カ月	 24,600円
・利用者負担第２段階………1カ月	 15,000円
・利用者負担第１段階………1カ月	 15,000円

介護保険適用除外届（表面）
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